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●● ２０２５年５月２７日（火）１２：００～／衆議院第１議員会館大会議室
●●● 介護保険制度の抜本改善・介護従事者の処遇改善を求める請願署名提出集会

林 泰則全日本民医連事務局次長
中央社保協介護障害者部会部員

介護保険をめぐる情勢と制度改善の課題

★２０２５年２月１２日／参議院議員会館
介護保険制度の抜本改善を求める国会請願署名提出集会

「介護請願署名」
24万筆を提出！！
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介護請願署名２０２４－最終提出

１ 社会保障費を大幅に増やし、必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保
険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に対する国庫負担の割合を
大幅に引き上げること･･･【制度改善】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再
改定を至急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負
担の軽減などの対策を講じること･･･【介護報酬】

３ 利用料２割負担の対象者の拡大、ケアプランの有料化、要介護１、２の保険給付
はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用に重大な困難をもたらす新た
な制度見直しを検討しないこと･･･【改悪阻止】

４ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き
上げること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き
上げを行うこと･･･【処遇改善】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー
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改定率 ＋１.５９％

２０２４年度介護報酬改定はどのような改定だったか

不十分な引き上げ幅にとどまる

＝ ★「ヒト桁違う」賃金改善 ＋ ★物価上昇率に見合わない

（世論と運動でプラス改定を実現させたが･･････）

☆ 「２０２４年度＋２.５％（７５００円相当）、２０２５年度＋２.０％（６０００円相当）のベースアップを見込む」

☆☆ 事業所の収益分

財務・厚労大臣折衝
（２０２３年１２月２０日）
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■ 訪問介護
■ 通所･短期入所
■ 有料老人ホーム
■ その他

老人福祉・介護事業の倒産件数推移
（再掲：主要サービス事業内訳）

老人福祉・介護事業の倒産と休廃業･解散の合計 年次推移
（主要サービス事業内訳）

倒産件数、休廃業・解散件数（２０１３年・１５年～２０２４年）

※東京商工リサーチ調査

※東京商工リサーチ調査

★ 小規模事業所が多数

・負債額別＝負債１億円未満が約８割
・従業員数別＝１０人未満が８割超
・資本金別＝資本金１０００万円未満が

８割（個人企業他含む）

訪問介護

（47.1％）

（67.5％）
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２０２４年度介護報酬改定の影響（厚労省・２０２５年３月２１日公表）

すべての地域（「都市部」「中山間・離島」「その他」）において

訪問介護事業所６割が減収、５％減収が最多！

減収

・ 厚労省「訪問介護事業所に関する事業所調査」（２０２４年９月時点）
・ 全国約33,970事業所から3,313事業所を抽出して実施。回収率37.2％
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しんぶん赤旗 ２０２５・３・３
しんぶん赤旗日曜版 ２０２４・６・２３

訪問介護の危機は
「介護崩壊」のはじまり
－地域包括ケアにも逆行

訪問介護事業所「ゼロ」自治体が増加（２０２４年６月→１２月）
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改定率 内訳等
2003年 ▲2.3％
2006年 ▲2.4％ 施設等の食費・居住費の自己負担化分（05年10月～）をふくむ
2009年 ＋3.0％
2012年 ＋1.2％ 処遇改善補助金（報酬2.0％相当）を組み入れ、実質▲0.8％
※2014年 ＋0.63％ 消費税への対応－区分支給限度額の引き上げなど

2015年 ▲2.27％ 基本報酬で▲4.48％（全サービスで引き下げ）
※2017年 ＋1.14％ 処遇改善（1万円相当）

2018年 ＋0.54％ 通所介護等で▲0.5％の適正化
※2019年 ＋2.13％ 処遇改善（1.67％）、消費税対応（0.39％）、補足給付（0.06％）

2021年 ＋0.70％ うち＋0.05％はコロナ対策（～2021年9月）。第8期通算＋0.67％
※ 2022年 ＋1.13％ 処遇改善（9,000円相当）

2024年 ＋1.59％ うち処遇改善＋0.98％、その他（基本報酬分など）＋0.61％
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出典：東京商工リサーチ調査

介護報酬改定の経過と 老人･介護事業者倒産件数の推移

★ 小規模事業所が多数

・負債額別＝負債１億円未満が約８割
・従業員数別＝１０人未満が８割超
・資本金別＝資本金１０００万円未満が８割（個人企業他含む）

１７２

コロナ禍
コロナ対策禍
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ヘルパーの有効求人倍率－１４倍超
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ケアマネジャー試験の受験者・合格者数激減
第３回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会（２０２４・６・２４）資料
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定員割れ続く介護福祉士養成校
※ 養成施設数 2022年：３１４施設 ⇒ 2024年：279施設

※ 日本介護福祉士養成協会調べ
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※厚労省「介護サービス施設・事業所調査」
２１５.４万人（２０２２年度）
→ ２１２.６万人（２０２３年度）

［▲２.８万人］

介護従事者数が前年比はじめて減少

定員充足率

58.8％

外国人留学生
3,054名
（46.7％）
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第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

介護職員の不足見込み－２０２６年度２５万人、４０年５７万人
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全産業平均との給与差がさらに拡大（２０２４年）

第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

【出典】厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成。
注）賞与込み給与は、調査年の６月分として支払われた給与に調査年の前年の１月から12月分の賞与の1/12を加えて算出した額。

２０２１年 ７.０万円

２０２２年 ６.８万円

２０２３年 ６.９万円

８.３万円
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介護保険２５年の経過－「制度の持続可能性」の追求

負担の見直し 給付の見直し 介護報酬 介護保険料※ 

第１期 － 2,911円

（00～02年度）

第２期 ●施設等の居住費・食費の徴収開始 ●基盤整備の総量規制 ▲2.3％ 3,293円
（03～05年度） ＋補足給付（負担軽減制度）導入 ●給付適正化対策スタート

第３期 ●新予防給付（要支援１､２）の創設 ▲2.4％ 4,060円

（06～08年度） 【予防重視型システムへの転換】

第４期 ●処遇改善交付金制度創設 ＋3.0％ 4,190円
（09～11年度） ●認定制度の全面見直し 【軽度判定化】 ※実質プラス改定

第５期 ●処遇改善交付金を介護報酬に編入 ＋1.2％ 4,972円

（12～14年度）

＜消費税８％へ＞

（→利用者負担が発生） ※実質▲0.8％

第６期 ●利用料２割負担導入 ●総合事業スタート 【給付から事業へ】 ▲2.27％ 5,514円
（15～17年度） ●補足給付に資産 ●特養の入所対象を原則要介護３以上に ※基本報酬で

要件等導入 ★「自立」理念の転換（未来投資会議） ▲4.48％

第７期 ●利用料３割負担導入 ●生活援助（訪問介護）に届出制導入 ＋0.54％ 5,869円
（18～20年度） ●高額介護サービス費上限引き上げ ●福祉用具の平均貸与価格の設定 ※適正化分で

●総報酬割導入 ＜消費税１０％へ＞ ★財政インセンティブ導入 ▲0.5％

第８期 ●補足給付の資産要件等の見直し ●ＬＩＦＥ（科学的介護）導入 ＋0.67％ 6,014円
（21～23年度） ※コロナ対応分は

21年9月末まで

第９期 ●「生産性の向上」を加算で評価 ＋1.59％ 6,225円

（24～26年度）

◆ 「史上最悪」の改悪を提案
＝全面実施は見送り（２０２２年）

↓↓
◆ 利用料２割負担の対象拡大等

＝２０２５年に審議再スタート

基準額の全国平均

社会保障・税一体改革

全世代型
社会保障改革

小泉構造改革

アベノミクス

新しい資本主義

★負担は上がり、給付は削られ、報酬は低く据え置かれ･･･
一方で、介護保険料は右肩上がりに上昇

聖域なき構造改革
６
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」

■ 社会保障制度改革推進法

３
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」
（
他
法
と
の
一
括「
改
正
」）
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深刻な「機能不全」を起こしている介護保険制度
－ 「サービスの空洞化」＝「保険あって介護なし」の現実化・強化－

❶ 【利用者にとって】 ＝＜利用できない・利用させない＞介護保険
･･･ 相次ぐ制度の見直し（給付の削減・負担の引き上げ）による利用制限の強化

（負担） 利用料２割負担・３割負担の導入、施設等での食費・居住費の自己負担化、補足給付 に資産
要件等導入＋厳格化、高額介護サービス費の負担上限額引き上げ、等

（給付） 新予防給付（要支援１、２）創設）、要介護認定見直し（軽度判定誘導）、「総合事業」創設、 特
養入所制限（原則要介護３以上）、生活援助多数回数利用プラ ンの届け出義務化、等

（さらに） ・ 「自立」の理念の改変（２０１６年）、保険給付からの“卒業”（強制退学＝自立支援）促進

・ 財政インセンティブ導入･･･給付「適正化」を自治体に競わせる（保険者機能の強化？）

❷ 【事業者にとって】 ＝＜必要なサービスを提供できない＞介護保険
･･･ 事業の存続を左右しかねない慢性的な人手不足と厳しい経営困難

★★ 低く据え置かれた介護報酬、遅々として進まない処遇改善

●● にも関わらず･･･介護保険料は右肩上がりに上昇

２０００年（第１期）：２,９１１円 ⇒⇒ ２０１８年（第７期）：５,８６９円⇒⇒ ２０２４年（第９期）：６,２２５円

❸ 介護保険料を払っているのに、必要なサービスを受けられない

“保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大原則”“介護保険は「国家的詐欺」に
なりつつあると思えてならない”／元厚労省老健局長・堤修三氏（2015.11.10 「シルバー産業新聞」）

誰のための､何のための
「持続可能性」？

「介護の社会化」から
「介護の再家族化」へ
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（２０２２年秋に論点として示された「史上最悪の見直し案」）

【１】 高齢者の負担能力に応じた負担の見直し

● 高所得高齢者の保険料の引き上げ → 実施（年収４２０万円以上）

● 利用料２割負担の対象者を拡大

● 利用料３割負担の対象者を拡大

● 補足給付の見直し

【２】 制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し

● 多床室室料負担の対象拡大 → 老健施設・介護医療院に拡大（月額８０００円）

● ケアマネジメント（ケアプラン）の有料化

● 要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業に移行

【３】 被保険者範囲 ・ 受給者範囲

● 被保険者範囲の見直し（被保険者の年齢引き下げ）

前回の見直し（２０２２年審議）で何が検討されたか

先送り

先送り

･･･「三大改悪」メニュー

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連© 全日本民医連介護チラシ

２０２５年審議再開･･･三大改悪メニューふたたび
第１０期介護保険事業計画期間の開始（２０２７年度～）の前までに「結論を得る」

ケアマネジメントの有料化

利用料２割負担の対象者の拡大 要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業に移行

© 全日本民医連介護チラシ© 全日本民医連介護チラシ

★「総合事業」に“ポイント”切り替え
（要介護１、２）

● まずは 生活援助 ［ＳＴＥＰ１］

↓↓
● 次は 訪問介護と通所介護（財務省）

［ＳＴＥＰ２］

★入り口でシャットアウト
＜水際作戦＞

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

給付

★

「給付」

「事業」

【現在】 【将来】

生活援助
福祉用具
住宅改修

↓
（償還払い）

↓
保険外

※財務省資料等より林作成

●将来的には･･･

原則８割給付
（利用料２割負担）

市町村の事情に応じて
実施（予算がなくなれば
打ち切り）

★ 総合事業 訪問介護 ⇒訪問型サービス

通所介護 ⇒通所型サービス
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第１１０回介護保険部会（２０２３年１２月２２日）資料

利用料２割負担の対象拡大について
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195

162

67

80

今までどおり入所を続ける
（２割になっても自分で負担が可能）

今までどおり入所を続ける
（家族に援助してもらうことが可能）

施設を退所する、
もしくは退所を検討する

その他

回答なし

626

153

285

38

54

93

今までどおり利用を続ける

（2割になっても自分で負担が可能）

今までどおり利用を続ける

（家族に援助してもらうことが可能）

サービスの利用回数や時間を減らす

サービスの利用を中止する

サービスの利用回数・時間を減らす、

サービスの利用を中止する

その他

「利用料１割負担が２割になったら」･･･全日本民医連・緊急影響調査

施設入所者（ ５１４名）※複数回答

在宅サービス利用者（１,０９７名）※複数回答

377
（34.4%）

（13.0%）

男性 17 25.4%
女性 50 74.6%

単身 29 43.3%

配偶者あり 19 28.4%

その他 19 28.4%

★ 在宅「その他」

・様子をみて決める
・家族と相談しないと分からない
・利用しているサービスを変える
・食費・生活費など経済的やりくりを考える（多数）
・金額による。 限度額内であれば利用継続
・生活保護を受給する
・障害（ガイドヘルパー）中心の支援に

★

実施期間 ２０２２年９月中旬～１０月
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施設多床室の新たな室料負担（２０２５年８月～）

（参考）介護老人保健施設・介護医療院の利用実態と利用者数 第２３４回介護給付費分科会（２０２３年１２月４日）資料

★ ＜大臣折衝合意＞ 一部の施設（介護老人保健施設においては「その他型」及び「療養型」、介護医療院においては「Ⅱ型」）に
ついて、新たに室料負担 （月額８千円相当 を導入する。その上で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態
等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を行う。
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特定施設における人員配置基準の緩和（生産性の向上）

★＜大臣折衝合意＞ 引き続き、その他の介護施設（特別養護老人ホーム等）について も、今後の実証事業によって、介護付き

有料老人ホームと同様に、介護ロボット・ＩＣＴ機器の活用等による人員配置基準の特例的な柔軟化が可能である旨のエビデンス
が確認された場合は、期中でも、人員配置基準の特例的な柔軟化を行う方向で、更なる見直しの検討を行う。
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防衛費・少子化対策・歳出改革（＝ターゲットは社会保障費）

◆ 防衛費が財政全体をゆがめ、
社会保障費削減のいっそう強力な圧力に！

＞

★ 巨額の防衛費を「聖域化」した上で、「次元の異なる少子化対策」を推進し、
その財源を徹底した「歳出改革」で調達する

敵基地攻撃能力の保有、軍事大国をめざすために･･･ マトを外した･･･

所得税
たばこ税･･･（２０２６年度～）

増税＜不可＞⇒ ［支援金制度］
医療保険料に上乗せ徴収（実質は増税）

※ 「負担増にはならない（歳出改革で保険
料を下げれば支援金分と相殺されるから）」

＝政府の説明

敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有

＞＞

⇒ 対ＧＤＰ比１％から２％へ

「改革工程表」（２０２３年１２月）
全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋
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「改革工程」が掲げる医療・介護保険制度改革

（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）
○ 医療ＤＸによる効率化・質の向上
○ 生成 ＡＩ等を用いた医療データの利活用の促進
○ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
○ 医療提供体制改革の推進（地域医療構想、かかりつけ医機能が発揮される制度整備）
○ 介護の生産性・質の向上
○ イノベーションの推進、安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直し
○ 国保の普通調整交付金の医療費勘案等
○ 国保の都道府県保険料率水準統一の更なる推進
● 介護保険制度改革（ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付
の在り方）
○ サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化
○ 福祉用具貸与のサービスの向上
○ 生活保護の医療扶助の適正化等
○ 障害福祉サービスの地域差の是正

（能力に応じた全世代の支え合い）
● 介護保険制度改革（利用者負担（２割負担）の範囲、多床室の室料負担）
○ 医療・介護保険における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い
○ 医療・介護の３割負担（「現役並み所得」）の適切な判断基準設定等
○ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現

（高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等）
○ 高齢者の活躍促進
○ 疾病予防等の取組の推進や健康づくり等
○ 経済情勢に対応した患者負担等の見直し（高額療養費自己負担限度額の見直し／入院時の食費の基準の見
直し）

－「２０２８年度までに実施について検討する取り組み」

★２０２５年度通常国会＝２０２５年度予算編成
（８月からの実施はとりあえず中止）

★２０２５年度通常国会＝医療法「改正」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/siryou2-2.pdf
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在宅介護４７％が赤字・離職者増加－介護１０団体調査（５月８日発表）
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社会経済情勢を適切に反映した
診療報酬改定等に関する緊急要望

地域の医療機関や介護・福祉事業所は国民が安心して暮らしを営んで
いく上で欠かすことができないものであり、経済財政運営と改革の基本方
針2024においても「高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、
限りある資源を有効に活用しながら、質の高い効率的な医療・介護サービ
スの提供体制を確保する」とされている。
地域の医療機関や介護・福祉事業所では、昨今の終わりの見えない物
価高によるダメージが蓄積し、経営努力も限界に達しており、このままでは
サービス提供体制を維持していくことすら困難となる事態が懸念される。
国においてはこうした状況を真摯に受け止め、適切かつ早急に改善され
るよう、次の事項について強く求める

１ 令和８年度診療報酬改定及び財政支援

－略－

２ 介護・障害福祉サービス等報酬の見直し及び財政支援

介護・障害福祉サービスについても、公定価格が物価や人件費の上昇
に追いついていないことに加え、特に中山間地域や離島等の移動に時間
を要する地域では訪問や送迎等に係るコストが十分に評価されていない
ため、事業者の経営が厳しいものとなっている。
さらに、令和６年度に基本報酬が引き下げとなった訪問型の介護事業者
や業務効率化等による経営改善の余地が少ない小規模な事業者が特に
厳しい経営環境に直面しており、休廃業件数が過去最多を記録するなど
極めて深刻な状況が生じている。
ついては、令和９年度に予定されている次の定期改定を待たずして臨
時改定等の措置を速やかに講じるとともに、事業継続に向けた緊急的な
財政支援を行うこと。
加えて、物価や賃金の上昇に応じて適時適切に介護・障害福祉サービ
ス等報酬をスライドさせる仕組みを導入すること。

令和７年５月１５日

●全国知事会が政府に要望書を提出（５月１５日）●

しんぶん赤旗２０２５・４・２

● ４月２８日現在、３７都道府県２９１市区町村議会で陳情･請願
採択、国への意見書は２８９自治体

● 都道府県では１６道県議会で意見書
－北海道､岩手､秋田､埼玉､長野､新潟､福井、愛知､三重､奈良､

島根､香川､高知､宮崎､鹿児島､沖縄

自治体の動き

･･･ 指定都市市長会も政府に要請（国庫負担割合の引き上げなど）
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国会ー野党２会派（３会派）が法案提出

１月２９日 立憲民主党、国民民主党 １月３０日 立憲民主党、国民民主党、日本維新の会
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改めて介護保険について考える❶－制度創設をめぐる経過

★ 介護保険の創設目的

① 高齢者医療費の削減

② 高齢者福祉の抑制

③ 企業のビジネスチャンスの創出

● 制度創設の背景に、１９９０年代半ば以降の社会保障構造改革の動き

★ 新自由主義改革 ⇒ 「高コスト構造の是正」「営利・市場化」

❶ 利用当時者、事業者にとって、「構造的欠陥」とも言うべき、サービス利用を抑制
する様々なしくみを組み込んで設計され、

❷ 制度の施行後は、相次ぐ制度の見直し（改悪）は重ねられたことによって、こうし
た「構造的欠陥」が増幅し続けてきた

「介護の社会化」の期待とは裏腹に・・・・・

＜社会保険方式～利用契約制度を導入＞

● サービスを受ける権利が明確になる
● サービスの自由な選択が可能になる
● 競争を通して、質の向上が可能になる

● 介護保険が、他の福祉分野（障害福祉、児童・保育）の改革のモデルに

＜介護保険＝社会保障改革の「フロントランナー」＞



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

申 請

認定調査

↓
一次判定

↓
二次判定

要
介
護
認
定

非該当

予防プラン ケアプラン

サービス利用までの流れ

予防給付 介護給付

利用料 利用料

契約

（対象外）

要支援 要介護１～５

● 給付の上限設定

● 要介護認定という＜査定＞システム＝給付の資格の有無と水準を決定

● 利用はすべて「契約」で＝利用者と事業者の直接契約方式

● 利用料負担＝サービスの利用に応じた定率負担（応益負担制）

● 保険料は、年金天引きが基本、未納・滞納者には制裁措置

★ 介護保険料と介護給付費が直接連動（サービス拡充⇒保険料増大）

● 申請主義＝市町村の窓口（地域包括支援センター）に申請

･･･ 認知症など軽度に判定される傾向あり～判定結果と状態像の乖離

２０００年４月 （現在＝２０２４年３月）

要支援 ６１，５００
要支援１ ５０，３２０

要支援２ １０５，３１０

要介護１ １６５，８００ 要介護１ １６７，６５０

要介護２ １９４，８００ 要介護２ １９７，０５０

要介護３ ２６７，５００ 要介護３ ２７０，４８０

要介護４ ３０６，０００ 要介護４ ３０９，３８０

要介護５ ３５８，３００ 要介護５ ３６２，１７０

＜保険給付の上限＝区分支給限度基準額＞

･･･超えた分は
全額自己負担

● 営利企業の参入容認（在宅・入居系サービス）

※ 医療保険とのちがい

改めて介護保険について考える❷－ “給付抑制装置”の組み込み
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20.2%
6.2%

9.6%
6.1%

2.3%
8.1%

2.8%
14.7%

3.2%
13.2%
13.4%

利用料の負担

施設での居住費・食費の負担

認定結果が合っていない

総合事業への移行

総合事業以外のサービスの内容

支給限度額による利用上限

自治体のローカルルール

施設・在宅で療養･生活の場が見つからない

介護保険料未納による給付制限

困った時などに相談できる人がいない

その他

制度の仕組みがつくりだしている利用困難 （民医連調査）

【問】 「どのような制度上の問題でサービス利用の困難が生じていますか」（複数回答）

※ 全日本民医連「２０１９年介護事例調査」（５７８事例）より



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

● 介護保険料は、逆進的な定額負担ではなく、所得

に応じた定率負担制に切り替える。市町村民税非課
税者から保険料を徴収しない。年金天引き制度（特
別徴収）、未納者・滞納者への制裁措置を廃止する

● 利用料は廃止する（介護の無償化）

● 現行の要介護認定制度は廃止する。要支援・要介

護度ごとに設定された保険給付の上限（区分支給限
度額）は撤廃し、利用者の介護の実態に見合った給
付内容を保障する

● 利用するサービスの内容については、ケアマネ

ジャーの裁量を高め、ケアマネジャーと本人、家族が
協議して決定することを基本とする仕組みに改める。
その際、市町村は必要十分なサービスを確保できる
よう責任を果たす

● （処遇改善） 介護の公共性をふまえ、すべての介

護従事者の賃金をその専門性にふさわしい水準を確
立し引き上げる

● 公費を投入して介護保険料を引き下げる

● 利用料の２割負担、３割負担を１割に戻す。低所
得者を対象とした利用料の減免措置を講じる

● 補足給付の「資産要件」「配偶者要件」を撤廃する。
認知症グループホーム、特定施設に対象を拡大する

● 軽度に判定されやすい認知症など、個々の状態

が正確に反映されるよう認定システムの大幅な改善
を図る。

● 区分支給限度額（保険給付の上限額）を大幅に
引き上げる

● （処遇改善） 就業場所や職種を問わず、全ての介

護従事者の給与を少なくとも全産業平均水準まで引
き上げる

● これ以上の制度の後退を許さない（示されてい
る見直し案を検討・実施に移さない）

制度の改善・立て直しは待ったなし！－「緊急改善」と「抜本改善」

■ 「緊急改善」案

－現状の困難を早急に打開するとともに、さら
なる制度の後退を許さない

■ 「抜本改善」案

－本来の社会保険への転換をめざす制度の
「再設計」

＜社保協「介護保険制度の抜本改善提言」より＞

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

【１】 国庫負担割合の引き上げは不可欠

● このままでは、財政破綻は避けられない ＜介護給付費の増大⇒ 保険料高騰 ⇒ 支払い困難（年金の目減り・
生活困難）⇒ 保険料の引き上げ困難＞･･･残るのは徹底的なサービスの削減＝「制度残って介護なし」

● ❶高齢化の進展に伴う介護需要の拡大への対応、❷制度の改善によるサービスの充実、❸払える水準の介
護保険料設定－のためには、国庫負担割合の大幅な引き上げ（高齢者保険料割合の圧縮）が不可欠

制度改革－２つの焦点

【２】 処遇改善 ＝利用料に連動する介護報酬ではなく、全額公費（国）負担で

都道府県
負担金

市町村負担金

（調整交付金）

国庫負担分
（計２５％）

公費保険料

（制度開始時は１７％）

第２号保険料

５％

２０％

１２.５％

１２.５％

２３％

２７％ ●自民党
＝国費１０％引き上げを主張（２０１２年）

● 公明党
＝公費割合を５割から６割へ

（２０１０年 参院選重点政策）
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「給付」は （「負担」に応じてではなく）、 「必要」に応じて

「負担」は （「給付」に応じてではなく）、「（負担可能な）能力」に応じて

社会保障は国の責任で－ミサイルではなくケアを！

必要充足原則

応能負担原則

介護する人・受ける人がともに大切にされる制度へ
（ ⇒ ともにケアし合う社会へ）

★「給付」と「負担」の切り離し＝社会保障の本質

★ ケアを顧みようとしない新自由主義政治が続く中、日本は公的ケアが大きく不足する社会に！
新自由主義政治の転換、防衛費の削減、社会保障拡充で、誰もが安心して暮らせる社会に！

真の「介護の社会化」を！－「介護の再家族化」「介護の市場化」を許さない

「人権としてのケア」の実現

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない

＜日本国憲法第２５条＞

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

不公平税制の是正・防衛費を削って社会保障へ

■ 防衛装備品移転円滑化基金

東京新聞 ２０２５・２・６

企業規模別・法人税実質負担率（２０２０年度）

所得階級別の所得税負担率（２０２２年度所得税）

★ 訪問介護基本報酬減額分･･･５０～６０億円
★ 高額療養費負担上限額引き上げによる国庫負担削減分･･･２００億円



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

社保協「介護保険制度の抜本改善提言」パンフ－普及と学習をすすめましょう

■ 介護保険「２５年」の経過と現状

● 相次ぐ給付削減と負担増
● 低く固定化された介護報酬
● 広がり続ける怒り

－訪問介護基本報酬の引き下げ
● 深刻さを増す人手不足
● 進まない処遇改善
● 介護困難の広がりの中で、

介護保険料は右肩上がり
● コロナ禍のもとで

■ 介護保険が直面している＜３つの危機＞

■ 政府が準備しているさらなる改悪メニュー

■ 介護保険制度の緊急改善・抜本改善を求める
● 制度改革の焦点
● 介護保険制度、高齢者介護補償のあり方、
めざすべき方向について、議論を呼びかけます

【当面の「緊急改善」案】

【介護保険制度の「抜本改善」案】

★ 政府の制度改革のスピードは早く、利用者と家族はそのたびに翻弄され、介護現場は目の前の対応に日々追われています。

しかし、そうした状況だからこそ、介護保険制度、高齢者介護保障の本来のあり方について多くの人たちと議論し、共有を図り、
声を挙げていくことが大切になっているのではないでしょうか。

★ この「提言」が、介護保険・高齢者介護保障のあり方について、多くの団体、個人のみなさんとご一緒に議論を進めていく一助
になればと思います。地域から、職場から、介護改善を求める声と運動を大きく広げていきましょう。

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

当面のスケジュール（政府の動き）
＜２０２４年＞

・ 12月 介護保険部会での審議再開
★ 「２０４０ 年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」設置

＜２０２５年＞
・ １月 ２０２５年度通常国会開会（24日～6月22日）

・ 5月 介護請願署名最終提出（２７日） ケア社会をつくる会院内集会（２８日）

・ ６月 「骨太方針２０２５」発表

・ 7月 ★ 参議院選挙 －２０日投開票

・ 8月 一部施設多床室での新たな室料徴収開始

・ （参院選後） 「給付と負担」に関する審議スタート

・ 1１月 全国介護学習交流集会（2日／全労連会館）

社保協 「介護・認知症なんでも電無料話相談」（11日）

・ 12月 「２０２6年度政府予算案」の閣議決定

＜２０２６年＞
・ 1月 ２０２６年度通常国会開会

「２０２6年度政府予算案」審議 ･･････介護保険法「改正」案の上程？

・ 4月 介護報酬の期中改定実施？

★ 都道府県・市町村議会･･･２月(または３月)、６月、９月、１１月(または１２月)に開会

https://wan.or.jp/article/show/11854


